
いの町の利便性と安全性を両立したまちづくり 
～水害と真剣に向き合った立地適正化計画～

   高知県いの町 町長 池田 牧子 

令和７年１月８日

いの町は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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■いの町の誕生
平成16年10月 伊野町、吾北村、本川村が合併

■東は県都高知市、北は愛媛県西条市と隣接

■面積：470.97㎢（森林率 約90％）

■人口：21,374人（R2国勢調査）
伊野エリア 19,103人
吾北エリア 1,876人
本川エリア 395人

■山・川の豊かな自然に恵まれたまち
「清流日本一に輝いた仁淀川」
「四国三郎 吉野川」
石鎚国定公園「瓶ヶ森」「寒風山」

川遊び・山遊びにぴったり！！

■人と人との心のつながりやふれあいを大切にし、心
の豊かさを感じることのできるあったかい町です。

■「～子供たちの未来のために～教育のまち・子育て
のまち」将来の担い手となる“ひと”を育てていく町
です。

UFOライン

にこ淵

仁淀川

のまち、 まち、
と素になって遊べるまち

です！！
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いの町の概要



立地適正化計画とは

立地適正化計画は、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者を
はじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福
祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直していく計画

具体的には、適切に市街化を促進するため「用途地域」のなかに、「居住誘導区域」
「都市機能誘導区域」といった二つの区域等を設定し、まとまりあるまちの姿の実現を
目指す。
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いの町立地適正化計画での解決すべき課題

課題①【人口減少への対応】
■人口・世帯の減少と高齢化への対応
■子ども・若者・子育ての高知市などへの流出への対応
○人口や居住を見据えた効率的な都市構造の再構築
・偏在する人口集積や年齢バランスに応じた都市構造の見直し
○将来の暮らしを見据えた都市機能の適正化
・身近な生活サービス機能の維持・向上
・産業の担い手の確保

・交通ネットワーク機能の確保

課題②【防災リスクへの対応】
■仁淀川沿川に形成されたまちとしての自然災害への備え
○南海トラフ地震、仁淀川などの自然災害への対応
・仁淀川、宇治川の洪水への対応
・土砂災害などの自然災害への対応
・リスクの低減

・リスクの回避
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（課題１）人口減少への対応

【資料1】年齢３区分別人口の推移

【資料２】年齢３区分別人口割合の推移 【資料３】都市構造可視化計画

中心部（役場庁舎付近）

中心部（役場庁舎付近）

日高村

高知市

高知市

日高村

土佐市
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（課題２）防災リスクへの対応
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警察署

医療福祉施設
消防署

国道33号

一般国道33号高知西バイパス

宇治川

家屋倒壊等
氾濫想定区域

家屋倒壊等
氾濫想定区域

伊野地区

（課題２）防災リスクへの対応

波川地区

宇治川
排水機場

至）高知市

至）日高村

医療福祉施設

商業施設

いの町役場
医療福祉施設
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宇治川

国道33号

一般国道33号高知西バイパス

家屋倒壊等氾濫想定区域

天神ヶ谷川

いの町役場

大型商業施設

伊野地区 枝川地区
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（課題２）防災リスクへの対応

 

【当初】 国からは、想定最大降雨の浸水に対して、まちの高台移転などの提案

仁淀川



いの町立地適正化計画での目指すべき将来都市像

いの町中心部から高知市中心部
までの移動時間
自動車：約30分
路面電車：約40分
JR普通列車：約25分（JR高知駅）
JR特急列車：約20分（JR高知駅） 9



■居住誘導区域を定めることが考えられる区域

【対象とする区域】
・都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域 
・都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都

市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 等

■原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域 

【対象とする区域】
・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン） 
・災害危険区域 ・地すべり防止区域 ・急傾斜地崩壊危険区域 等

■適当ではないと判断される場合は、原則として居住誘導区域に含まないこととすべき区域 

【対象とする区域】
・土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 
・津波災害警戒区域 ・浸水想定区域 

・都市洪水想定区域  ・都市浸水想定区域 等

■居住誘導区域に含めることについては慎重に判断を行うことが望ましい区域

【対象とする区域】
・工業専用地域  
・特別用途地区 
・地区計画等のうち、条例で住宅の建築が制限されている区域  
・流通業務地区（条例で住宅の建築が制限されている区域） 等

【居住誘導区域の考え方（出典：「第11版都市計画運用指針」（令和2年9月、国土交通省））】
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居住誘導区域の考え方



工業地域
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大国さま
国道３３号

伊野小学校

仁淀消防

公園町

JR伊野駅

凡例

居住誘導区域

都市機能誘導
区域 11

いの町役場

当初の居住誘導区域と都市機能誘導区域（伊野地区）



サニーアクシス

伊野商業高校

国道３３号

凡例

居住誘導区域

都市機能誘導
区域 12R4.1.31 都市再生協議会資料

JR土讃線

当初の居住誘導区域と都市機能誘導区域（枝川地区）

至：高知市

JR枝川駅



工業地域
国道３３号

西バイパス
JR波川駅

至：日高村

凡例

居住誘導区域

都市機能誘導
区域

13R4.1.31 都市再生協議会資料

当初の居住誘導区域と都市機能誘導区域（波川地区）



垂直避難の考え方

【条件】
●想定最大降雨の浸水深が２階以下

●家屋倒壊等氾濫想定区域は、氾濫流による被害
（「倒壊」「滑動」）の対策として、既存建物の補強

垂直避難（避難せず確実に安全である場所）（浸水深による垂直避難を考慮）

垂直避難が可能と想定

14



家屋倒壊等氾濫想定区域の考え方

■家屋倒壊等氾濫想定区域の分類

○河岸侵食や氾濫流（転倒）は、
現実的に対策を行うことは不可能

○氾濫流（倒壊・活動）は、
現実的に対策を行うことは可能
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凡例

当初、居住誘導区域（案）

危険区域・3階以上浸水・
家屋倒壊

２階浸水

居住誘導区域

垂直避難のみでの居住誘導区域

①

②

③

①伊野地区

②枝川地区 ③波川地区
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垂直避難
確実に安全である場所を居住誘導区域とした場合

安全性
歴史

利便性
経済性

と

○在郷町として、歴史的成り立ちを継承する町民の誇り
○中心市街地として、経済発展の核となるエリア

○国道や公共交通（ＪＲ・バス・電車軌道）・暮らしに資するインフラが集中整備されたエリア
○高知市に近い利便性の高い生活拠点、仁淀川に近接した、いの町らしい暮らしのできる場

歴史・利便性・経済性

水平避難を含めた
居住誘導区域の検討の追加

歴史・利便性・経済性と安全性のバランスのとれたまちづくり

居住を誘導する場所が狭い
現状よりも中心部等の空き家・空き地が加速する可能性がある。

都市機能
公共交通

居住誘導区域

【本来居住誘導区域にしたかった場所】

●都市機能や居住が集積している区域
●公共交通により比較的容易にアクセスすることができる区域
が該当しない！
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水平避難での考え方

■水平避難
【避難所】
●避難所自体が安全であること（浸水深以上の避難階・土砂災害危険区域でない）
●避難所の構造がRC・SRC構造である場合は家屋倒壊等氾濫想定区域内であっても
避難所として設定できる（ただし土砂災害警戒区域に含まれる場合は使用不可）
●避難所の収容可能人数の範囲内（１人あたり、3.3㎡を計算）であること
【避難範囲】
●自宅から避難場所への避難時間を考慮し、安全に逃げることが可能な範囲

※1人あたり3.3㎡は、防災部局と協議のうえ決定
（洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する定量的な算出方法と江東５区における具体的な検討 参照）
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水平避難での避難範囲

【避難の条件】
本川もしくは支川氾濫により、浸水深が0.3ｍまで
に避難所等への到達が可能
【避難開始の条件】
①本川か支川（宇治川）のいずれかが『はん濫危
険水位』に到達

※波川は、仁淀川氾濫危険水位の到達時間
※伊野地区と枝川地区は、宇治川の氾濫危険水位の到達時間
※低奥型地形のため、枝川地区は伊野地区よりも氾濫危険水位の到達時間が早い
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避難場所での収容可能人口を踏まえた範囲

避難が可能な区域
緊急指定避難場所

（No）

・ No

いの町の理想とする居住誘導区域

家屋倒壊等氾濫想定区域

避難することができない区域

避難行動範囲は十分だが、避難所等の収容可能面積が不十分
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居住誘導区域と準居住誘導区域

いの町では、永らく水災害との戦いとして河川改修等を行っていくなかで、まちとして多くの住民が居住し、まちを形成して
きた歴史があります。
近年の激甚化・頻発化している水災害に対して、今後も安全・安心に居住してもらうためには、想定最大規模を考慮した
上での居住を考える必要があります。
このため、いの町ではひとたび河川氾濫等により避難しなければならない場合に備え、指定緊急避難場所等の確保をは
じめとする「命を守る」取組を進めます。また、安全な居住誘導区域を設定するのみならず、居住が望まれる区域であって
も現在避難が困難である区域は、準居住誘導区域（水災害対策重点区域）として設定し、今後の対策により、安全に暮ら
せるまちとしていきます。これにより、これまで培われてきたまちをいかしつつ、将来にわたって持続可能な都市づくりとし
ていくことが、これからのいの町の大きな課題となります。



立地適正化計画での防災ビジョン
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３D都市モデルの活用

 ３Ｄ都市モデルの推進「災害リスクの可視化」  

「都市空間情報デジタル基盤構築支援事業（プラトー）を活用した３Ｄ都市モデル
時系列浸水シミュレーションの作成

安全に逃げるための対策備えて住むための対策

【イメージ】小学校での出前授業

地区防災会での学習会
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令和５年度補助実績
・雨水浸透桝 １５基
・雨水貯留タンク ３基

雨水集水枡・貯留槽設置補助



想定浸水深調査

・メジャーポールを使用し、地区内の想定浸水深を調査

住民研修会の開催

オリジナルマップの作成

20区-4（駅南町）自主防災会 公園町自主防災会

自主防災会と連携し、住民の危機意識の向上を図るため様々な取組を実施

・想定浸水深が分かるマップを作成、全戸配布

公園町自主防災会 内野１３区自主防災会

・住民の危機意識の向上を図る目的で研修会を開催
・オリジナルマップやハザードマップを活用

仁淀川流域治水プロジェクト研修会を開催

・国土交通省を講師に堤防強化や河川の浚渫
など「氾濫を減らす」対策の研修会を実施

研修会の様子（R6.2.23）

メジャーポール

「安全に逃げる」取り組み

伊野地区自主防災会連合会など65人が参加
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広報活動、緊急避難場所の確保、避難訓練の実施、浸水リスク情報の提供、水害対策の取組

・防災４コマまんがを配信
  防災意識を啓発 
・作者は町内の自主防災
会長

流域治水を分かりやすく

浸水リスクの見える化

・想定浸水深表示板を学校施設や防災行政
  無線柱など１０カ所に設置

緊急避難場所の確保、避難訓練の実施

R5.10.20協定

・自主防災会と連携し、緊急避難場所を確保
・社会福祉施設と連携し、避難訓練を実施

民間施設の屋上

水害対策の取組

・ワンコイン浸水センサ実証実験にモデル自治体として参加
民間企業と連携し、浸水センサ付自動販売機を２台設置

・消防団などの水防活動をサポート
する水防協力団体を１団体指定

・高知市と広域避難協定を締結

浸水センサ

R5.8.31設置

伊野公民館表示看板

「安全に逃げる」取り組み

避難訓練の様子（R5.7.18）

協定締結式（R6.3.29）認定書交付式（R6.3.11）

5.3ｍ

伊野小学校３年生が総合学習（R5.7.12） 26
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